
����年��月に医療事故調査制度が施行され
た｡ 制度発足当時, 塩崎恭久厚労大臣は閣議
後の会見で, 医療事故調査の報告件数に触れ,
｢従来 (日本医療機能評価機構の医療事故情
報収拾等事業) は, ｢医療に起因したもの｣
と ｢予期できなかったもの｣ のどちらかに引っ
かかっていればカウントしたが, 今回の制度
は両方を満たすケースなので, かなり狭くなっ
ている｣ と述べ, 報告基準が異なるため, 推
計値に比べ報告数が少ないのは当然であると
述べた｡
制度発足当時から, 塩崎恭久厚労大臣の適
切なコメントがあったにもかかわらず, 制度
施行�年目になっても未だに ｢報告例が少な
い｣ との広報を続けている日本医療安全調査
機構の考え違いを指摘しておかねばならない｡
この推計値につき, ����年�月��日の日本医
事新報で, 諫早医師会副会長の満岡 渉氏が
的確な分析を行っているので, この論考を要
約掲載することにより, 現在の報告件数が適
切であることを知っていただきたい｡
まず, 医療事故調査制度で使用される ｢医
療事故｣ の意味は, ｢医療法上の医療事故｣
であり, 医療法第�条の��で, ｢当該病院等に
勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,
又は起因すると疑われる死亡又は死産であっ
て, 当該管理者が当該死亡又は死産を予期し
なかったもの｣ と定義されている｡ 一方, 報
告数を年間���������件とする試算の根拠に
ついて, 日本医療安全調査機構の木村壮介常
務理事は, ①日本医療機能評価機構の医療事
故情報収集等事業の報告数からの試算 (����
件�年) や, ②厚労省科学研究補助金事業
｢診療行為に関連した死亡の届出様式及び医
療事故の情報処理システムの間発に関する研

究｣ からの試算 (����件�年), ③日本病院会の����年会員アンケート調査からの試算 (����
件�年) と述べた｡ ①②には ｢管理｣ に起因
する事故が含まれているが, 医療事故調査制
度の医療事故に起因する死亡に単なる ｢管理｣
は入っていない｡ ③では, ｢医療事故｣ の明
確な基準を示さずに行ったアンケートである｡
いずれも, 現行の医療事故調査制度とは,
｢医療事故の定義｣ が異なる｡
現行の医療事故調査制度の試算の根拠とさ
れるのが, 日本医療安全調査機構が, 日本内
科学会などから引き継いだ ｢診療行為に関連
した死亡の調査分析モデル事業｣ (モデル事
業) とされている｡
満岡 渉氏は���上に公開されたモデル事
業の評価結果報告書概要版を分析し, 現行の
医療事故調査制度の報告対象に該当するもの
を検討している｡ 閲覧可能であった���事例
のうち, 事例番号���～���の���事例を分析
したものである｡
その結果, ｢医療に起因したもの｣ に該当
したものは���事例中��～��事例, ｢予期しな
かった死亡｣ に該当したものは���事例中��
～��事例であったという｡ 医療事故調査制度
の報告対象である両者の共通集合 ｢医療に起
因した死亡｣ であり, かつ, ｢予期しなかっ
た死亡｣ に該当したものは, ���事例中�～��
事例にとどまったとしている｡ この数値はモ
デル事業事例の�～�割以下であったという｡
この結果を基に, 現行の医療事故調査制度の
適正報告数を推計してみる｡ ①の医療事故情
報収拾等事業の報告数 (����件�年) から割
り出せば, 報告数は���例～���例, ②のモデ
ル事業の推計数����例から割り出せば年間報
告数は���例～���例となり, ③のアンケート
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調査からの試算 (�����件) から割り出せば���例～���例となる｡ 報告すべき ｢医療法上
の医療事故｣ の推計値は, ���例～���例とい
うことである｡ 推計値が���例～���例である
ことを考えれば, 現在の年間���件という数
値は妥当な数値というよりもむしろ上限に近
い数値と言えよう｡ むしろ, 報告の対象外の
事例まで報告されているのではないかとさえ
考えられる｡ 報告数が少ないとの日本医療安
全調査機構の広報は当たらない｡ むしろ自己
否定の広報といえよう｡
モデル事業の推計値と現行の医療事故調査
制度の実数との違いについて, 満岡 渉氏は,
第一にモデル事業で医療事故として扱われた
事例の中に, 医療起因性がない, 原病の進行
による死亡, 併発症による死亡, 原因不詳の

死亡が相当数含まれていたこと, 第二に, 医
療起因性のある事例も, その多くは予期範囲
内の合併症と考えられたことを挙げている,
卓見と言えよう｡ また, このように考えれば,
報告対象ではない, これら医療起因性のない
事例, 予期できた事例が過度に日本医療安全
調査機構に報告されている可能性がある｡
満岡 渉氏の論考の結論は, ｢日本医療安全
調査機構には, 現場医療機関に報告を促すだ
けでなく, ぜひ自らの責務を果たしていただ
きたい｣ というものである｡ ����年�月��日
の論考であるが, 現在も全く同じ課題を抱え
ている｡ 制度施行�年目の今, 最大の課題は
日本医療安全調査機構の機構改革であると言
わざるをえない｡
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｢鹿児島市医報｣ では, ｢随筆・その他｣ コーナーを設けてあります｡

身近に起こった珍しい出来事や, 貴重な体験談など, 何でも自由にご投稿ください｡

※詳細は本誌記載の ｢鹿児島市医報｣ 投稿規程をご参照ください｡

◇原稿は郵送･メール等にて下記宛にお送りください◇
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